
第2回笠松町議会定例会議決結果 （5月24日開会　6月6日閉会） 

第２６号　笠松町税条例等の一部を改正する条例の専決
処分の承認 

個人町民税における住宅ローン控除の拡充措置や、
軽自動車税の環境性能割と種別割の税率の適用区
分の見直しなど、所要の規定整備 
第２７号　笠松町国民健康保険税条例の一部を改正する

条例の専決処分の承認 
地方税法施行令の一部改正に伴い、国民健康保険
税の課税限度額の引き上げや、低所得者に関する保
険税軽減措置の拡充など、所要の規定整備 
第２８号　笠松町介護保険条例の一部を改正する条例の

専決処分の承認 
介護保険法の改正に伴い、低所得者（第１段階から
第３段階）を対象に保険料の軽減措置を講ずるなど、
所要の規定整備 
第２９号　平成３０年度笠松町一般会計補正予算（専決第

４号）の専決処分の承認 
　補正額 ５,６２９,０００円 
　補正後歳入歳出予算額 ６,７７３,８５４,０００円 

［補正内容］ 
・豚コレラの影響によりJAぎふ堆肥センターが昨年の
９月から稼働停止し、笠松競馬場から排出された馬
ふんを県外の民間処理施設で処理するための費用
などを増額 

第３０号　羽島郡二町教育委員会委員の任命同意 
委員の任期満了に伴い、岩井　弘榮氏（米野）を引

き続き同委員に任命するため、町議会の同意を求める
もの。 
第３１号　笠松町学校給食費に関する条例 
学校給食費の会計を令和２年４月から町の歳入歳出
予算（一般会計）で管理する「公会計」での運営に移
行するため、新規条例を制定 

第３２号　笠松町特定非営利活動促進法施行条例を廃止
する条例 

平成２４年度から県の移譲事務として実施している
NPO法人の承認などの事務を県条例に基づいて実
施することに伴い、町条例を廃止 
第３３号　笠松町非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁

償に関する条例の一部を改正する条例 
国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法
律の一部改正により、投票所の投票管理者などの報
酬の単価の基準額を改定する所要の規定整備 
第３４号　笠松町体育施設条例の一部を改正する条例 
岐南町との共有施設である羽栗社会教育施設につ

いて、１０月１日からの使用料の改正を行う所要の規定
整備 
第３５号　笠松町福祉医療費の助成に関する条例の一部

を改正する条例 
児童扶養手当法の一部改正に伴い、児童扶養手当

制度を準用している受給者証の有効期間などを変更
するなど、所要の規定整備 
第３６号　笠松町水道事業給水条例の一部を改正する条

例 
水道法改正に伴い、工事事業者の指定が更新制に

なることによる手数料の見直しや消費税の課税対象と
なる水道料金に関し、消費税等相当額を加えた額に
改めるなど、所要の規定整備 
第３７号　笠松町水道事業布設工事監督者の配置基準及

び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準
に関する条例の一部を改正する条例 

水道事業布設工事監督者と水道技術管理者の資
格要件に関する所要の規定整備 
第３８号　笠松町下水道条例の一部を改正する条例 
下水道使用料の改定と消費税の課税対象となる下
水道使用料に関し、消費税相当額を加えた額に改め
るなど、所要の規定整備 
第３９号　令和元年度笠松町一般会計補正予算（第２号） 
　補正額 ７８,６３３,０００円 
　補正後歳入歳出予算額 ６,７９１,５６５,０００円 

［主な補正内容］ 
・４月１日付けの職員異動などに伴う人件費の補正 
・北門間町内会に対する地区集会所改修補助金を
増額 
・プレミアム付商品券の販売に要する経費を増額 
・幼児教育・保育の無償化に伴う各保育所（園）と幼
稚園などの利用負担金を増額 
・篤志者からの指定寄附を活用し、各保育所（園）へ
備品購入事業補助金と松枝小学校の楽器などの
購入費用を増額 

第４０号　令和元年度笠松町国民健康保険特別会計補正
予算（第１号） 

　補正額 △５,８６７,０００円 
　補正後歳入歳出予算額 ２,３３２,８９９,０００円 

［主な補正内容］ 
・４月１日付けの職員異動などに伴う人件費の補正 
第４１号　令和元年度笠松町介護保険特別会計補正予算

（第１号） 
　補正額 １,３８９,０００円 
　補正後歳入歳出予算額 １,９３４,２２０,０００円 

［主な補正内容］ 
・４月１日付けの職員異動などに伴う人件費の補正 
第４２号　令和元年度笠松町水道事業会計補正予算（第

１号） 
　補正額 ４,８６８,０００円 
　補正後歳入歳出予算額 ６５２,５８２,０００円 

［主な補正内容］ 
・４月１日付けの職員異動などに伴う人件費の補正 
・第１水源地改良事業を２か年で行うため債務負担
行為を設定 

第４３号　令和元年度笠松町下水道事業会計補正予算（第
１号） 

　補正額 ２,７７４,０００円 
　補正後歳入歳出予算額 ６５０,９６７,０００円 

［主な補正内容］ 
・４月１日付けの職員異動などに伴う人件費の補正 

［すべて可決］ 
【報告】 
・平成３０年度笠松町一般会計繰越明許費繰越計算書 

退任のごあいさつ 

前笠松町長　広江 正明 

　平成11年6月に町長に就任して以来5期20年

にわたり、町政運営に邁進することができました

のは、皆さまからの温かいご支援とご協力のお

かげと、心より厚く感謝とお礼を申し上げます。 

　就任中には、地方分権一括法の施行、三位

一体改革、少子高齢化など、自治体を取り巻く

環境が目まぐるしく変化するなか、町の第4次及

び第5次総合計画を策定し、これに基づき、誰も

が安全に安心して暮らすことができるまちづくり

を進めてまいりました。 

　とりわけ、平成16年の合併協議では、住民投

票の結果、単独での行政運営の道を歩むことと

なり、様々なご意見をいただきながら自治体運営

のあり方を見直し、行財政改革に取り組み、皆さ

まの深いご理解とご協力のもと、今日まで町政運

営を務めさせていただくことができました。 

　木曽川をはじめ地域資源豊かな笠松町の特

性を活かした、笠松町でしかできないまちづくり

をとの想いから策定しました「リバーサイドタウン

かさまつ計画」では、誰もが安全・快適に利用で

きる自然豊かな笠松みなと公園の整備や、笠松

みなと公園から河川環境楽園までのサイクリン

グロードの整備、その中間地点には水防機能を

持つ休憩施設も整備することができました。加

えて、都市公園として笠松町運動公園の改修

などインフラ整備を行うことにより、親しみのある

広域空間の形成、公園などの拠点施設の整備・

強化を進め、快適で安全なネットワークづくりを

行ってまいりました。これらの拠点施設には町内

外から多くの方にお越しいただき、新たな賑わ

いが生まれつつあります。地域住民の皆さまはも

とより利用される方の憩いの場、レクリエーション、

スポーツ及びコミュニティの場として、町内外に

笠松町の魅力を発信し、より多くの方が笠松町

を訪れ、交流が深まり、さらに活気あふれるまち

になるよう、一層の活用を期待しています。 

　平成19年に施行いたしました道徳のまちづく

り条例は、現在の笠松町らしさを象徴する政策

として、地域・家庭・学校が一体となり、道徳的

風土や社会的模範、マナーやルールを大切にし

た生きがいと誇りのもてるまちづくりに取り組んで

まいりました。今では、あいさつ運動や各種イベ

ントでのボランティア活動において、子どもたち自

らが行動する姿を目にする機会が増え、「道徳

のまち笠松」が浸透してきていると感じています。

次世代を担う子どもたちに笠松町の未来を期待

せずにはいられません。 

　そんな笠松町の子どもたちの身体と心の成長

を願い、学校関係者をはじめ皆さんの念願であ

った新笠松中学校屋内運動場や小中学校の

冷暖房完備、校舎の耐震化、新学校給食センタ

ーの建設など、教育施設の整備を実施できまし

たことは、私にとりましても大きな喜びでありました。 

　私たちの住む笠松町には、町民の皆さま、企業、

歴史、自然、文化など、素晴らしい「宝」があります。

これらの「宝」を活用し、いきいきと輝く夢のある

笠松町となるよう、今後も応援してまいりたいと

思っております。 

　元号が令和となり新たな時代が始まりました。

新しい町長を迎え、多くの先人が築いていただ

いたこの笠松町がますます発展することを心か

ら願いますとともに、町民の皆さまのご健勝とご

多幸を祈念いたしまして、退任のあいさつといた

します。 

令和元年7月1日　第1106号 令和元年7月1日　第1106号 


